
お
知
ら
せ

粗
大
ご
み
の
出
し
方
の
確
認
を

　

各
家
庭
か
ら
出
る
ご
み
で
、
市
指

定
の
ご
み
袋
に
入
ら
な
い
タ
ン
ス
・

机
な
ど
の
家
具
類
や
自
転
車
・
布
団

な
ど
の
大
型
の
ご
み
は
粗
大
ご
み
と

な
り
ま
す
。
ご
み
集
積
場
所
に
は
出

せ
ま
せ
ん
。
粗
大
ご
み
を
出
す
に
は

次
の
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

①
自
治
会
単
位
で
年
１
回
程
度
実

施
す
る
粗
大
ご
み
回
収
に
出
す
②
戸

別
回
収
を
申
し
込
む
③
清
掃
工
場
に

事
前
連
絡
し
、
自
己
搬
入
す
る
。

申
戸
別
回
収
は
西
部
清
掃
事
務
所
☎

０
２
７
―
２
５
３
―
１
０
０
９
、
自

己
搬
入
は
荻
窪
清
掃
工
場
☎
０
２
７

―
２
６
９
―
０
６
２
１
か
富
士
見
ク

リ
ー
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
☎
０
２
７
―

２
３
０
―
５
３
０
０
へ

問
ご
み
減
量
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
２
７
２

危
険
物
取
扱
者
試
験
と
準
備
講
習

　

危
険
物
取
扱
者
試
験
と
準
備
講
習

会
を
実
施
。
試
験
案
内
な
ど
は
、
消

防
局
予
防
課
、
各
消
防
署
・
分
署
な

ど
で
配
布
し
ま
す
。

□
危
険
物
取
扱
者
試
験

日
時
＝
11
月
15
日
㈰
午
前
９
時

会
場
＝
前
工
高
（
石
関
町
）
な
ど

費
用
＝
甲
種
５
，
０
０
０
円
、
乙
種

３
，
４
０
０
円
、
丙
種
２
，
７
０
０
円

□
乙
種
第
四
類
試
験
の
準
備
講
習
会

日
時
＝
10
月
30
日
㈮
午
前
９
時
〜
午

後
４
時

会
場
＝
消
防
局

費
用
＝
９
，
０
０
０
円

申
以
上
の
２
つ
は
９
月
25
日
㈮
〜
10

月
７
日
㈬
に
消
防
局
予
防
課
（
☎
０

２
７
―
２
２
０
―
４
５
０
９
）
へ
直
接

赤
い
羽
根
共
同
募
金
に
ご
協
力
を

　

10
月
１
日
㈭
か
ら
赤
い
羽
根
共
同

募
金
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。
地
域
や

学
校
、
職
場
な
ど
で
も
募
金
活
動
が

行
わ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

　

昨
年
は
、
皆
さ
ん
の
温
か
い
協
力

で
、
２
，
９
１
６
万
１
，
０
２
３
円

も
の
浄
財
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ら
は
、
県
・
市
内
の
社
会
福
祉
施

設
や
団
体
に
助
成
さ
れ
、
地
域
の
福

祉
へ
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
共
同
募
金
会
前
橋
市
支
会
☎
０
２

７
―
２
３
７
―
１
１
１
２

市
立
図
書
館☎０

２
７
―
２
２
４
―
４
３
１
１

□
移
動
図
書
館
ひ
ろ
せ
号
（
10
月
〜

12
月
）

巡
回
日
程
＝
下
表
の
と
お
り

門
家
に
調
査
を
依
頼
し
、
定
期
報
告

書
を
10
月
１
日
㈭
か
ら
11
月
30
日
㈪

ま
で
に
市
役
所
建
築
指
導
課
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
建
築
物
な
ど
＝
一
定
規
模
以
上

の
観
覧
場
（
屋
外
観
覧
場
を
除
く
）・

公
会
堂
・
集
会
場
・
学
校
・
体
育
館
。

た
だ
し
、
学
校
・
体
育
館
の
建
築
設

備
は
定
期
報
告
の
対
象
外

問
建
築
指
導
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
７
５
２

都
市
計
画
原
案
の
閲
覧
と
公
聴
会

　

都
市
計
画
道
路
の
変
更
案
の
閲
覧

と
公
聴
会
を
行
い
ま
す
。

変
更
内
容
＝
８
・
７
・
２
号
牛
池
川

河
畔
道
路
の
延
長
１
，
９
４
０
㍍
か

ら
１
，
４
９
０
㍍
へ

閲
覧
期
間
＝
９
月
25
日
㈮
〜
10
月
９

日
㈮
（
土
日
曜
を
除
く
）、
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

閲
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

公
述
申
出
書
の
提
出
＝
公
聴
会
で
意

見
の
発
表
を
希
望
す
る
人
は
、
10
月

９
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
郵
送
で
。

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
原
案

に
つ
い
て
の
利
害
関
係
、
意
見
の
要

旨
を
書
い
た
「
公
述
申
出
書
」
を
記

入
し
、
市
役
所
都
市
計
画
課
へ

□
公
聴
会

日
時
＝
10
月
27
日
㈫
午
後
７
時

会
場
＝
元
総
社
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

そ
の
他
＝
期
間
中
に
公
述
申
出
書
が

提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の

開
催
を
中
止
。
そ
の
旨
を
会
場
と
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
９
４
４

□
不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

　

地
価
評
価
な
ど
の
相
談
が
無
料
で

で
き
ま
す
。

日
時
＝
10
月
５
日
㈪
午
前
10
時
〜
午

後
３
時　

会
場
＝
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー

問
県
地
域
政
策
課
☎
０
２
７
│
２
２

６
―
２
３
６
６

特
殊
建
築
物
は
定
期
報
告
が
必
要

　

大
勢
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建
築

物
や
こ
れ
に
付
随
す
る
建
築
設
備
は
、

そ
の
状
態
を
定
期
的
に
調
査
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
建
築
物
な
ど
の
所

有
者
か
管
理
者
は
、
資
格
の
あ
る
専

大
規
模
土
地
取
引
は
届
け
出
を

　

10
月
１
日
㈭
は
土
地
の
日
、
10
月

は
土
地
月
間
で
す
。
一
定
面
積
以
上

の
土
地
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

契
約
日
か
ら
14
日
以
内
に
市
役
所
都

市
計
画
課
へ
届
け
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
忘
れ
ず
に
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

届
け
出
が
必
要
な
面
積
＝
市
街
化
区

域
は
２
，
０
０
０
平
方
㍍
以
上
、
市

街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画
区
域
内

は
５
，
０
０
０
平
方
㍍
以
上
、
都
市

計
画
区
域
外
は
１
万
平
方
㍍
以
上

問
都
市
計
画
課
☎
０
２
７
│
８
９
８

―
６
９
４
３

コラム
ようこそ市長室へ
スマートフォンまたは

タブレット端末でご覧ください

長市

　国保の年代別の医療費を見ると55歳以降で大幅に

増加しています。この頃から体調に変化が現れ健康

を損なう方が増えることが分かります。　　　　　

　一方、特定健診の受診率は40～44歳の男性が15.3％、

女性が20.6％と若い方が低いのが現状です。いつま

でも健康で元気でいるためには若い頃からの健康管

理がとても大切です。　　　　　　　　　　　　　

　そこで、若年層の健診受診率向上などを図るため、

さらには糖尿病や高血圧性疾患といった生活習慣病

の発症、重症化を予防するため、国保データヘルス

計画を策定しました。　　　　　　　　　　　　　

　健康づくりも市民の皆さんが主役です。健康寿命

を延ばし、運行が始まるマイタクで外出して、いつ

までも元気で健やかな生活をお送りく

ださい。　　　　　　　　　　　　　

移動図書館ひろせ号巡回日程表（10月～12月）

10
月

11
月

12
月

午前 午後
９:40～10:10 10:20～10:50 11:00～11:30 １:30～２:00 ２:10～２:40 ２:50～３:20

６ 10
１
15

朝日町四丁目
集会室南

朝日町三丁目
朝日町県営住宅
（市保健所西）

三俣町三丁目
五反田公園

天川大島町
林公園

下大島町
下大島団地東部

山王町一丁目
つばき公園

７
28

11
25

９ 広瀬町二丁目
しいのみ公園

広瀬町三丁目
自治会集会所

朝倉町二丁目
朝倉町集会室前
朝倉町公園

山王町二丁目
韮川西公園

東善町
東善住宅団地公園

駒形町
駒形町会議所

１
22

５
19

３
17

下新田町
県営住宅南多目的
広場北駐車場

下新田町
つつじ公園

大利根町二丁目
ひまわり公園

大利根町二丁目
しらゆり公園

大利根町一丁目
住宅公社広場

大利根町一丁目
ショッピングセンター
駐車場

９
30

13
27

11
25

天川大島町二丁目
天川大島町原町
自治会館

天川大島町三丁目
しみず公園

天川大島町
東前橋住宅南
天川大島町交番裏

六供町
ヤオコー前橋六供店
駐車場

六供町一丁目
大河原タイル店前
高橋駐車場

南町二丁目
中央農業グリーン
専門学校東
信沢興業北

27 17
８
22

上新田町
上新田団地内
薬師公園

朝日が丘町
育英高校正門前

光が丘町
1号公園

駒形町
あけぼの団地

（2:20～2:40）
江木町
萱野団地会館前

堤町ローズタウン
住宅団地
西地区公園東

21
４
18

２
16

川原町
小川歯科南

緑が丘町
緑が丘町公民館　

田口町
県営住宅駐車場

下小出町二丁目
下小出町公民館

下細井町
下細井団地東公園

下細井町
県営住宅グラウンド

８
29

12
26

10
24

（9:40～10:00）
鳥羽町
東部公民館

総社町二丁目
石橋公園
（計量検査所北）

総社町桜が丘
稲荷神社

関根町
片原公園グラウンド北
（旧せきね文庫南）

上小出町三丁目
クレール前橋敷島
駐車場

上小出町一丁目
関東森林管理局宿舎

２
23

６
20

４
18

文京町二丁目
文二ふれあい公園西

天川原町一丁目
自治会館前

天川原町二丁目
自治会集会所南
ばら公園

下石倉町
みどり公園

前箱田町二丁目
前箱田公園

川曲町
上之宮団地
中央ゴルフ練習場前

国民年金後納制度が変更

現制度は９月30日まで
　国民年金保険料の未払い分
の10年の後納制度は９月30日
㈬で終了します。代わりに10
月１日㈭から３年間に限り、
過去５年間に納め忘れた国民
年金保険料を納付することが
できる５年の後納制度が開始。
10年の後納制度よりも納付期
間が短く、保険料の加算額は
高くなります。なお、老齢基
礎年金を受給している人など
は、後納制度は利用できませ
ん。後納制度を利用するには
申し込みが必要です。詳しく
は問い合わせてください。
問前橋年金事務所☎027-231-
1706

市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111

くらしの情報申＝申し込み　問＝問い合わせ

広報まえばし　平成27年９月15日号13 12

く
ら
し
の
情
報
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